
多
数
の
来
場
が
見
込
ま
れ
、当
市
の
魅
力
を

Ｐ
Ｒ
す
る
絶
好
の
機
会
だ
。

諸
橋
轍
次
博
士
奨
学
基
金
は
、３
つ
の

基
金
を
一
本
化
し
、令
和
５
年
４
月
に
ス

タ
ー
ト
し
た
。貸
与
型
で
あ
っ
て
も
条
件
を

満
た
せ
ば
返
還
が
免
除
さ
れ
る
。給
付
型
が

中
心
で
あ
り
、海
外
留
学
の
た
め
の
支
援
金

の
給
付
制
度
も
あ
る
。

　

同
基
金
に
つ
い
て
、年
間
の
取
り
崩
し
予

定
額
は
い
く
ら
で
、単
純
計
算
す
る
と
基
金

は
何
年
で
な
く
な
る
の
か
。ま
た
、奨
学
金
制

度
の
継
続
の
た
め
に
基
金
の
積
み
増
し
を
ど

の
よ
う
に
行
う
の
か
。

年
間
の
取
り
崩
し
額
は
、令
和
５
年
度
の

決
算
見
込
み
で
２
５
０
０
万
円
程
度
。

　

今
後
も
同
程
度
の
取
り
崩
し
額
と
想
定
し

た
場
合
、約
18
年
間
事
業
を
継
続
で
き
る
見

込
み
で
あ
る
。

　

基
金
財
源
の
積
み
増
し
に
つ
い
て
は
、今
後

ど
う
い
っ
た
手
法
が
あ
る
か
検
討
す
る
。

第
８
期
末
の
介
護
給
付
費
準
備
基
金
残

高
は
、約
22
億
７
８
０
０
万
円
と
、３
年

間
で
約
３
億
円
も
増
加
し
た
。保
険
料
の
引

き
下
げ
に
使
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

今
後
、保
険
料
の
急
激
な
上
昇
が
見
込

ま
れ
る
。基
金
は
、第
８
期
で
増
加
し
た

分
も
含
め
、第
９
期
以
降
の
保
険
料
の
上
昇

抑
制
に
活
用
す
る
。

新
保
裏
館
線
の
延
伸
箇
所
に
は
民
家
等

が
あ
る
が
、延
伸
す
る
こ
と
と
し
た
経

緯
は
。令

和
６
年
度
に
測
量
、設
計
を
行
う
予

定
で
あ
り
、そ
の
費
用
と
し
て
国
の
交

付
金
を
活
用
す
る
に
は
、市
道
認
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
た
め
。

物
件
補
償
は
ど
う
な
る
の
か
。

地
元
説
明
会
を
行
っ
た
後
、個
々
に
協

議
を
進
め
る
。

議
第
１
号　

令
和
６
年
度
三
条
市
一
般

会
計
予
算

【
反
対
】

一
般
任
用
職
員
報
酬
に
つ
い
て

　

市
職
員
の
４
人
に
１
人
が
一
般
任
用
職
員

で
、大
半
は
女
性
だ
。期
末
、勤
勉
手
当
も
支

給
と
な
る
が
、本
来
は
正
規
職
員
と
し
て
雇

用
す
べ
き
で
あ
り
反
対
。

議
第
３
号　

令
和
６
年
度
三
条
市
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算　

【
反
対
】

　

新
潟
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、

令
和
６
年
度
、７
年
度
の
保
険
料
を
引
き
上

げ
た
。通
院
が
欠
か
せ
な
い
高
齢
者
が
、高
い

保
険
料
を
払
い
、受
診
を
控
え
る
よ
う
で
は

本
末
転
倒
だ
。

　

自
治
体
の
裁
量
が
働
く
余
地
は
な
い
が
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
自
体
の
廃
止
を
求
め

る
立
場
か
ら
反
対
。

議
第
４
号　

令
和
６
年
度
三
条
市
介
護

保
険
事
業
特
別
会
計
予
算　

【
反
対
】

議
第
23
号　

三
条
市
介
護
保
険
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て　

【
反
対
】

　

介
護
保
険
事
業
計
画
の
第
８
期
で
は
、保

険
料
が
７
・
６
％
引
き
上
げ
ら
れ
た
一
方
、介

護
給
付
費
準
備
基
金
に
約
３
億
円
が
積
み
増

し
さ
れ
た
。こ
れ
は
、保
険
料
の
引
き
上
げ
が

必
要
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

介
護
保
険
制
度
の
安
定
的
な
運
営
に
必
要

な
基
金
残
高
は
約
６
億
円
と
の
こ
と
だ
が
、

現
在
高
は
そ
の
３
・
８
倍
に
も
積
み
上
が
っ
て

い
る
。基
金
が
被
保
険
者
に
十
分
還
元
さ
れ

て
い
な
い
た
め
反
対
。

議
第
23
号　

三
条
市
介
護
保
険
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
に
対
す
る
修
正
案　

【
賛
成
】

　

平
成
28
年
の
決
算
審
査
特
別
委
員
会
で

は
、保
険
料
引
き
下
げ
の
検
討
を
求
め
る
附

帯
決
議
を
全
会
一
致
で
決
定
し
て
い
る
。

　

介
護
保
険
事
業
計
画
の
最
終
年
度
で
余
っ

た
基
金
は
、次
期
保
険
料
を
見
込
む
に
当
た

り
取
り
崩
す
こ
と
が
基
本
だ
。

　

第
８
期
で
積
み
増
し
さ
れ
た
約
３
億
円
の

基
金
を
活
用
し
、保
険
料
の
引
き
下
げ
を
図

る
修
正
案
に
賛
成
。

議
第
１
号　

令
和
６
年
度
三
条
市
一
般

会
計
予
算

【
賛
成
】

　

一
般
任
用
職
員
を
捉
え
、行
政
が
不
安
定

討
論

TOURON

議
案
に
対
し
て

　
　
意
見
を
主
張
し
ま
す
。

雇
用
を
進
め
て
い
る
と
い
う
理
由
で
反
対
討

論
が
な
さ
れ
た
が
、こ
れ
は
国
の
制
度
上
の

問
題
で
あ
る
。三
条
市
で
は
、本
人
の
意
向
確

認
も
行
い
、勤
務
時
間
や
報
酬
に
お
い
て
も

職
責
に
配
慮
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
認

識
し
て
い
る
た
め
、原
案
に
賛
成
す
る
。

議
第
３
号　

令
和
６
年
度
三
条
市
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

【
賛
成
】

　

反
対
討
論
が
な
さ
れ
た
が
、本
議
会
に
お

い
て
議
論
す
べ
き
予
算
の
内
容
に
反
対
す
る

理
由
は
な
い
。

議
第
４
号　

令
和
６
年
度
三
条
市
介
護

保
険
事
業
特
別
会
計
予
算　

【
賛
成
】

議
第
23
号　

三
条
市
介
護
保
険
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

【
賛
成
】

議
第
23
号　

三
条
市
介
護
保
険
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
に
対
す
る
修
正
案　

【
反
対
】

　

試
算
で
は
今
後
介
護
保
険
給
付
費
の
急
激

な
増
加
が
予
想
さ
れ
る
中
、介
護
保
険
事
業

計
画
の
最
終
年
度
に
介
護
給
付
費
準
備
基
金

残
高
が
あ
る
場
合
、次
期
計
画
期
間
中
の
保

険
料
を
見
込
む
際
に
取
り
崩
す
こ
と
が
基
本

で
あ
る
と
し
て
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
。

　

修
正
案
で
は
、令
和
９
年
度
か
ら
の
第
10

期
に
基
金
残
高
が
減
少
し
、第
10
期
の
基
準

月
額
が
第
９
期
か
ら
約
１
２
０
０
円
の
引
き

上
げ
と
な
る
。

　

一
方
、原
案
で
は
、第
９
期
か
ら
の
引
き
上

げ
が
７
５
０
円
に
抑
え
ら
れ
る
と
の
こ
と
で

あ
る
。

　

よ
っ
て
、第
10
期
以
降
も
見
据
え
て
計
画

的
に
基
金
を
投
入
す
る
こ
と
が
肝
要
と
い
う

市
の
考
え
方
に
賛
同
し
、原
案
に
賛
成
す
る
。

Ａ
Ｉ
オ
ン
デ
マ
ン
ド
交
通
に
つ
い
て

複
数
の
利
用
者
を
効
率
的
に
運
ぶ
た

め
、遠
回
り
す
る
感
じ
が
あ
り「
時
間
が

読
め
な
い
」と
の
声
を
聞
く
。改
善
し
て
ほ
し

い
が
、ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
の
か
。

今
後
、導
入
地
区
の
拡
大
、本
格
導
入
に

つ
い
て
検
討
。運
行
車
両
の
適
正
台
数

を
検
証
す
る
な
ど
、必
要
な
改
善
を
図
っ
て

い
く
。

児
童
生
徒
等
の
健
康
診
断
の
実
施

に
つ
い
て

今
年
１
月
に
文
部
科
学
省
よ
り
健
康

診
断
実
施
の
環
境
整
備
に
つ
い
て
、原

則
と
し
て
着
衣
で
行
う
こ
と
と
す
る
通
知
が

あ
っ
た
。そ
れ
を
受
け
た
三
条
市
医
師
会
と

の
協
議
の
結
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

令
和
５
年
度
の
健
診
で
は
、脱
衣
だ
か

ら
こ
そ
見
つ
け
ら
れ
た
病
気
も
あ
っ
た

と
聞
く
。通
知
を
受
け
、原
則
、体
操
服
や
下

着
等
の
着
衣
、タ
オ
ル
等
に
よ
り
身
体
を
覆

い
、診
察
の
場
面
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮

し
た
環
境
を
整
備
し
た
上
で
、医
師
が
視
診

を
行
え
る
状
態
に
す
る
。

災
害
時
の
避
難
生
活
等
に
お
け
る

衛
生
管
理
に
つ
い
て

令
和
６
年
度
、ト
イ
レ
カ
ー
の
導
入
が

示
さ
れ
た
が
、ト
イ
レ
ト
レ
ー
ラ
ー
の
導

入
の
考
え
は
な
か
っ
た
の
か
。

高
額
で
あ
り
、け
ん
引
免
許
取
得
が
必

要
な
こ
と
を
考
え
、小
回
り
の
利
く
ト

イ
レ
カ
ー
の
導
入
を
検
討
し
た
。

災
害
時
の
ト
イ
レ
の
確
保
・
管
理
計
画

に
つ
い
て
の
考
え
は
ど
う
か
。

簡
易
ト
イ
レ
を
備
蓄
し
、発
災
か
ら
24

時
間
以
内
を
目
標
に
仮
設
ト
イ
レ
の
設

置
を
掲
げ
て
い
る
。

AIオンデマンド交通「のるーとさんじょう」AIオンデマンド交通「のるーとさんじょう」

67

　
　

三
条
市
介
護
保
険
条
例
の

　
　
一
部
改
正
に
つ
い
て

議
第

23
号

　
　

市
道
路
線
の
認
定
及
び

　
　

変
更
に
つ
い
て

議
第

31
号討

論
日
本
共
産
党
議
員
団

討
論

清　
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会

本会議初日本会議初日
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一
般
質
問

3
月
定
例
会

討
論

燕  

幸
男  

議
員
の
質
問


